
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
（
文
書
課
） 

一 

趣
旨 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
同
法
に
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け

る
個
人
情
報
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
法
の
施
行
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
の
制
定 

二 

内
容 

㈠ 

条
例
要
配
慮
個
人
情
報 

性
的
指
向
及
び
性
自
認
を
内
容
と
す
る
記
述
等
を
条
例
要
配
慮
個
人
情
報
と
す
る
。 

㈡ 

安
全
管
理
措
置 

個
人
情
報
の
取
扱
い
の
委
託
等
を
行
う
場
合
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要

な
事
項
を
契
約
等
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。 

㈢ 

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
に
関
す
る
事
前
通
知 

実
施
機
関
が
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の

名
称
や
利
用
目
的
等
を
知
事
に
通
知
す
る
。 

㈣ 

開
示
決
定
等
の
期
限
等 

ア 

開
示
決
定
等
の
期
限
を
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日
と
す
る
。 

イ 

事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
開
示
決
定
等
の
期
限
を
三

十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ウ 

特
例
延
長
を
適
用
す
る
要
件
を
四
十
五
日
と
す
る
。 

エ 

開
示
実
施
時
に
本
人
確
認
を
実
施
す
る
。 

㈤ 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会 

実
施
機
関
及
び
議
長
の
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
及
び
個
人
情
報
の
適
正
な
取

扱
い
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
意
見
の
求
め
等
に
つ
い
て
諮
問
に
応
じ
、
調
査
審
議
す
る
機
関

と
し
て
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
を
設
置
す
る
。 

㈥ 

施
行
状
況
の
公
表 

開
示
請
求
の
件
数
等
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
を
公
表
す
る
。 

㈦ 

開
示
請
求
の
手
数
料 

開
示
請
求
に
係
る
手
数
料
は
無
料
と
し
、
開
示
の
実
施
に
要
す
る
費
用
と
し
て
規
則
等
で

定
め
る
額
の
負
担
を
求
め
る
。 

㈧ 

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
の
利
用
に
係
る
手
数
料 

行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
を
利
用
す
る
者
が
納
付
す
る
手
数
料
は
、
二
万
千
円
に
次
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 



ア 

作
成
に
要
す
る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
三
千
九
百
五
十
円 

イ 

作
成
の
委
託
を
受
け
た
者
に
対
し
て
支
払
う
額
（
当
該
委
託
を
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

㈨ 

罰
則 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
委
員
が
守
秘
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
一
年
以
内
の
懲

役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
を
科
す
。 

㈩ 

関
係
条
例
の
廃
止
及
び
改
正 

ア 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
及
び
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置 

イ 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
及
び
そ
れ
に
伴
う
経
過
措
置 

ウ 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正 

エ 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

三 

施
行
期
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 


